
相　続　税　計　算　書　内　訳
現状

様

事業承継計算書（概算）

無　料　相　続　税　計　算　サ　ー　ビ　ス無　料　相　続　税　計　算　サ　ー　ビ　ス

賃　貸　住　宅　分　析　サ　ー　ビ　ス賃　貸　住　宅　分　析　サ　ー　ビ　ス無料

ご利用いただいたお客様の声

兄弟間で売買しようと思ったが、
いくらにしたら良いか分からな
かったのでお願いしました。
客観的に見られる資料だったので
兄弟でもめることもなく非常に
助かりました。

将来、息子が相続するので
相続税は計算したが、現在
土地がいくらなのか想像も
つきませんでした。査定書
のおかげで税金を納めるの
にどの土地を売却すればい
いのか判断でき、考えの幅
も広がりました。
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① ②

ご主人様の一次相続 奥様の二次相続

奥様・子供二人 子供２人

土地相続税評価格(プラスの財産)
① 204,071,949 0

建物相続税評価格(プラスの財産)
② 22,540,637 0

現預金相続税評価格(プラスの財産)
③ 20,000,000 0

株・保険等相続税評価格(プラスの
財産)

④+⑤+⑥ 0 123,306,293

合計（Ａ）
246,612,586 123,306,293

借入金(マイナスの財産)
⑦ 52,000,000 26,000,000

葬儀費用(マイナスの財産)
⑧+⑨ 2,000,000 2,000,000

マイナス資産小計
（Ｂ） 54,000,000 28,000,000

正味遺産総額
(プラス財産-マイナス財産)

（Ａ）-（Ｂ）　⑩ 192,612,586 95,306,293
基礎控除

(3,000万円＋法定相続人×600万円)
⑪ 48,000,000 42,000,000

保険金控除額
⑫ 0 0

相続税課税遺産総額
⑬ 144,612,586 53,306,293

相続税総額(相続人全員)
㉑の合計

25,153,146 6,995,944

配偶者控除適用後
納税額

12,576,573 6,995,944

一次・二次合計 19,572,517

※本計算書は概算であり、実際の税額とは異なる場合があります。

項目

相　　続　　税　　税　　効　　果　　比　　較　　表　　(概算)

① ②

現状 賃貸住宅建設後

土地相続税評価格(プラスの財産)
① 58,389,705 57,253,616

建物相続税評価格(プラスの財産)
② 679,013 4,097,463

現預金相続税評価格(プラスの財産)
③ 70,000,000 55,717,000

株・保険等相続税評価格(プラスの
財産)

④+⑤+⑥ 30,000,000 30,000,000

合計（Ａ）
159,068,718 147,068,079

借入金(マイナスの財産)
⑦ 0 0

葬儀費用(マイナスの財産)
⑧+⑨ 3,000,000 3,000,000

マイナス資産小計
（Ｂ） 3,000,000 3,000,000

正味遺産総額
(プラス財産-マイナス財産)

（Ａ）-（Ｂ）　⑩ 156,068,718 144,068,079

基礎控除⑪
(3,000万円＋法定相続人×600万円)

42,000,000 42,000,000

保険金控除額
⑫ 10,000,000 10,000,000

相続税課税遺産総額
⑬ 104,068,718 92,068,079

相続税総額(相続人全員)
㉑の合計

17,220,615 14,413,616

差額 ▲ 2,807,000

子供2人

相　　続　　税　　税　　効　　果　　比　　較　　表　　(概算)

項目

税制改正後

①
築年数 建物面積 路線価 建物相続税評価格③ 建物相続税評価額⑥ 建物相続税評価額⑦ 減額率 最終建物相続税評価額⑨

市・調 ①(㎡) ②(㎡) ①×② ④×⑤ ③×持分 ⑧ ⑦×⑧

MP1棟2500万建築
2500×0.55×0.7
事業提案書より評価額計算

建物評価計算書

3,246,585

6,556,995

20,208,650 20,208,650

6,556,995

4 稲沢市○○○○○○○○○○ 宅地 100% 市 0 0.55

3,246,585

3 稲沢市○○○○○○○○○○ 宅地 100% 市 340.08 0 1.00

倍率⑤

1 市稲沢市○○○○○○○○○○ 宅地 100% 180.97 3,246,585 1.00

NO． 所 在 地 登記地目 持分 建物固定資産税評価額④

0

6,556,995

36,743,000

5 0 00

利用状況

アパート

自宅

アパート

備　　　　　　　　　考

1.00 3,246,585

0.70 4,589,897

0.70 14,146,055

0

2 稲沢市○○○○○○○○○○ 宅地 自宅 100% 市 558,100 1.00 558,10069.42 0 558,100 1.00 558,100
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0
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0
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47,104,680 30,570,330590.47 0 0 30,570,330合　　　　　　計 22,540,637

①
区域 土地面積 路線価 土地相続税評価格③ 土地相続税評価額⑥ 土地相続税評価額⑦ 減額率 最終土地相続税評価額⑨

市・調 ①(㎡) ②(㎡) ①×② ④×⑤ ③×持分 ⑧ ⑦×⑧

無道路地計算影地割合9０％
奥行価格後の計算から×0.6
無道路地として727,056円減額

141-1、141-5、142-1、142-5
4筆を自宅として一体評価

墓地　
非課税

100%

0

15,646,380

畑

自宅 市

市 49.00墓地

備　　　　　　　　　考

1,090,584

57,114 15,646,380100% 11,069,223 0

利用状況NO． 所 在 地

市稲沢市○○○○○○○○○○ 畑

倍率⑤土地固定資産税評価額④

稲沢市○○○○○○○○○○ 宅地

稲沢市○○○○○○○○○○

土地評価計算書

100%

登記地目 持分

非課税 100%

33.00 0 0 1,090,584

273.95 1.00 15,646,380

0 0 1.00 0

1

3

4

2 稲沢市○○○○○○○○○○ 畑 畑 0 32,653,600 1.00 32,653,600市 595.00 54,880 32,653,600 21,292,075

貸家建付地0.82評価減
奥行価格補正0.96
不整形補正率0.7×間口狭小0.97
1628-8と1628-9借地として一体利用

不整形補正率0.6

0市

7,546,628

自宅 657,59041,850宅地稲沢市○○○○○○○○○○ 100%

16,391,718 11,596,522 0

19.00

16,391,718稲沢市○○○○○○○○○○ 宅地 自宅 100% 市 1.00 16,391,718

稲沢市○○○○○○○○○○ 宅地 自宅 100% 市 186.77 57,114 10,667,182 0 10,667,182 1.00 10,667,182

13,115,362 11,063,373 0 13,115,362稲沢市○○○○○○○○○○ 宅地 アパート 100% 市 0.82 10,754,597

稲沢市○○○○○○○○○○ 宅地 借宅 100% 市 14.00 33,600 470,400 505,190 0 470,400 0.60 282,240

795,150 795,150 1.00 795,150

37,154353.00

57,114287.00

稲沢市○○○○○○○○○○ 宅地 自宅 100% 市 7,310,592 1.00 7,310,592128.00 57,114 7,310,592 5,171,968 0

5

6

7

8

9

10

借地権割合60％
不整形補正率0.96

奥行価格補正0.91
奥行長大0.96

貸家建付地0.82評価減

貸家建付地0.82評価減

奥行価格補正率0.92
不整形補正率0.94稲沢市○○○○○○○○○○

33,600 638,400

市100% 34,308,429

市

49,293 40,370,967雑種地 更地

23,471,980

30,275,360 24,603,328

0.82 3,653,007

15 稲沢市○○○○○○○○○○ 宅地 アパート 100%

30,275,36030,275,360

14 稲沢市○○○○○○○○○○ 宅地 アパート 100% 市

1.00

4,454,886

0.6012,640,320 7,584,192

13 稲沢市○○○○○○○○○○ 雑種地 駐車場 100% 市 608.00

54,720 12,640,320 10,582,11012 稲沢市○○○○○○○○○○ 宅地 借地 100% 市 231.00

93.00 47,902

49,795

490.00 47,902

819.00 1.00 40,370,967

23,471,980 0.82 19,247,024

0 40,370,967

638,400

0

0

4,454,8863,811,698 0

0

20,083,140

685,615 0稲沢市○○○○○○○○○○ 宅地 借地 100% 市 19.00 0.60 383,040

16

11

197,105,632

0

208,902,297679,152 208,902,297 164,067,473 04,198.72合　　　　　　計
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      相 続 税 の 計 算 表（概算）        
①

様 平成27年7月現在

① 197,105,632

② 22,540,637

③ 20,000,000

④

⑤

⑥ 0

（Ａ） 239,646,269

⑦ 52,000,000

⑧ 2,000,000

⑨ 0

（Ｂ） 54,000,000

正味遺産総額 （Ａ）-（Ｂ） ⑩ 185,646,269

基礎控除額 30,000 千円＋ 6,000千円× 3 人 (6,000千円×法定相続人の数) ⑪ 48,000,000

保険金控除額 5,000千円× 0 人 (5,000千円×法定相続人の数) ⑫ 0

課税遺産総額 ⑨－⑩－⑪ ⑬ 137,646,269

改正後の基礎控除は、平成27年1月1日以後に相続により取得する財産について適用されます。

⑲ ⑳ ㉑
　法定相続人 各人の 税額控除 各人の

（ 3 ）名 算出税額 納付税額

　（⑮×税率 （⑰×⑱） （⑲-⑳）

　　　―控除額）

妻 1/2 0.500 1/2 0.500 11,705,784 11,705,784 0

長男 1/4 0.250 1/4 0.250 5,852,892 0 5,852,892

次男 1/4 0.250 1/4 0.250 5,852,892 0 5,852,892

小計 137,646,269

相続税の総額 ⑰ 　納付税額の合計 23,411,567
11,705,784

建 物

土 地

そ の 他

株

そ の 他

子

葬 式 費 用

㉑の合計　　23,411,567

13,646,940

4,882,313

4,882,31334,411,567

⑯の合計　　

各人の税額

⑯

法定取得分

⑮

法定

取得分

（⑬×⑭）氏　　名 続柄

⑱

実際の

相続割合に対応する相続割合

法定

借 入 金

（単位：円）

　相続税の計算

小 計

マ
イ
ナ
ス
資
産

生 命 保 険

現 預 金

プ
ラ
ス
の
資
産

小 計

MP建設時借入5,200万円

34,411,567

68,823,134

奥様・子供2人一次相続

奥様

子

⑭

ご所有の土地・建物を１つずつ分析しますご所有の土地・建物を１つずつ分析します

だれにいくらかかるのか計算しますだれにいくらかかるのか計算します

現状、二時相続、賃貸住宅を建てた場合など
　　　　　　　　　　　　　ご希望に合わせて比較します
現状、二時相続、賃貸住宅を建てた場合など
　　　　　　　　　　　　　ご希望に合わせて比較します

相続税の金額を知りたくありませんか？
将来のために備えませんか？

ご所有の不動産の相続税を計算します。

相続税の金額を知りたくありませんか？
将来のために備えませんか？

ご所有の不動産の相続税を計算します。

相続税の金額を知りたくありませんか？
将来のために備えませんか？

ご所有の不動産の相続税を計算します。

将来、息子が相続するので、現在の

相続税と土地がいくらなのか計算し

てもらいました。

査定書のおかげで税金を納めるのに

どの土地を売却すればいいのか判断

でき、考えの幅も広がりました。


